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１ 東京都下水道局における下水道台帳管理 

東京都下水道局では、下水道台帳情報システム（SEMIS: SEwerage Mapping and 

Information System）を構築し、電子納品された電子データの設計や維持・管理にお

ける再利用を図っている。 

 

１-１ SEMIS の概要 

1985 年度から運用されている公共下水道の建設と維持管理を目的としたシステム。 

元々、紙ベースで作業されていた設計作業や工事完了後のデータ更新において、施

設平面図や管路図、図書といった紙の資料の収集や、膨大な量のコピー、設計図面の

作製などにおいて、受発注者双方において膨大なコストが発生していた。 

これに対して、調書の電子化を進め管内の下水道台帳を網羅的に整備している。こ

れにあわせ、電子納品された CAD データを統合管理し、CAD データでの受け渡しを

可能とすることで、データリサイクルが実現し、これらのコスト低減を実現している。

2000～2001 年度に汎用機から PC サーバ型のシステムに移行している。 

 
図 １ SEMIS を利用したデータリサイクルの流れ 

（東京都下水道局 CALS/EC アクションプログラム 
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0306/cals%20ap2007.pdf より） 

 

１-２ SEMIS を利用した利活用の手順と特徴 

１-２-１ SEMIS のデータリサイクル手順 

1） SEMIS からの CAD データの取り出し 

GIS 上の画面から指定した範囲や縮尺を指定し、以下の 3 つを出力し、設計業
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者に提供する。 

・ SXF 形式の CAD ファイル（.sfc） 

・ 台帳の属性情報が登録されている XML ファイル（.saf） 

・ バージョン情報ファイル（.dtd） 

2） 設計業者の成果品のチェック 

・ 設計業者は提供された CAD データを利用する 

・ 水道局は設計業者から納品されたデータをチェックし、工事業者へ提供 

この効果として、図面を電子化するコストが削減される。 

3） 工事業者からの成果品のチェックと登録 

・ 工事業者は提供された CAD データに対して修正などを行い、納品 

・ 工事業者から提出された成果品を専門部署（施設情報管理課）がチェック

して、SEMIS に登録 

この効果として、CAD データをそのまま登録できるため、紙の情報をシステム

に手入力する手間が削減される。 

4） 維持管理段階において必要な情報の登録 

専門部署は維持・管理や再利用に必要なデータを追加登録し、管理する。登録

されたデータは維持管理の際に利用される。 

 

１-２-２ 東京都下水道局における取組みの特長 

以上の取組みにおける特長としては、以下のようになる。 

【東京都下水道局の取組みの特長】 

・ 下水道台帳を管内全域において全て電子化し、統合管理 

・ GIS を利用して、地図上からデータ管理 

・ 標準化された CAD データを利用してデータの貸与・納品をルール化 

・ データ管理は専門部署が行い、チェックと登録を行っている 

 

１-３ 下水道局における今後の取組み 

東京都下水道局では平成 19 年度に CALS/EC アクションプログラムを策定し、計画

から維持管理までの情報連携を進め、業務効率化やコスト縮減を目指している。アク

ションプログラムにおいては下水道局における CALS/EC の課題が取りまとめられて

いる。 



 参考 1-4 

表 1 東京都下水道局の CALS/EC における課題 

 
下水道局の CALS/EC に関するアンケート回答結果（CALS/EC アクションプログ

ラム 2007 平成 19 年４月より抜粋） 

【電子納品】 
① 提出書類が年々多くなり、その対応に苦慮しているため書類の簡素化を図ってほしい。 
② 書類の電子化によって提出書類の簡素化を図ってほしい。 
③ 専門職や技術者の確保、ソフト購入など新たな負担が生じる。 
④ 電子納品運用ルールを示してほしい。 
⑤ 紙ベースと電子による納品の二重提出は、手間、費用負担が増える。 
⑥ 発注図の CAD データの支給を標準として頂きたい。 
⑦ 現状 SXF 形式への対応は難しいので、DXF か DWG 形式を標準として頂きたい。 
⑧ 「設計図面が SXF ファイルでない場合は、完成図の SXF ファイルの電子納品でなくてもよい」の

形態を当面はお願いしたい。 
⑨ 工事記録写真は、DISC が１枚に納めるため DVD－R など大容量ディスクの使用を認めることを検

討して頂きたい。 
⑩ 工事記録写真を電子納品する場合、標準仕様書に明記されている以上の画素数を要求しないよう配

慮願いたい。 
⑪ 一気に進めるのではなく、発注者と請負者双方のシステム環境整備をおこないつつ徐々に進めてい

くことを希望する。 
⑫ 工事共通サーバーを当局に置いて直接ネット経由で電子納品することを検討して頂きたい。 

【電子入札】 
⑬ 電子入札締め切り間際は回線が混み合うケースが多い。渋滞を避けられるような対策をして欲しい。

⑭ 入札時の提出資料は簡単であるが受注後は要求資料が多い。現状の電子調達システムは、これ以上

複雑にならないことを望む。 
【情報共有化システム】 

⑮ 請負者のノウハウなどの企業秘密と現場関係者の個人情報の保護に関してアクセス権やパスワード

などセキュリティ対策を充分検討して頂きたい。 
⑯ 情報共有化システムについては、経験上、発注者と請負者の双方において現場担当者のシステムに

関する知識と設備が追いついていない。この情報共有は、形式的なものになり、かえって負担が増

えている。このため、一気に高度なレベルを目指すのではなく、低いレベルから徐々に進めていっ

て欲しい。 
【Web 動画カメラ】 

⑰ 現地での監督員検査等を動画カメラにて代行できれば工期の短縮になる。 
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下水道局では、上記の課題解決の方策として、個々の業務システムを統合的に連携

させ活用するための、「工事統合支援システム（仮称）」を計画し、CALS/EC の実

現イメージを取りまとめている。 

 

 

 

図 ２ 東京都下水道局 CALS/EC の実現イメージ 

（東京都下水道局 CALS/EC アクションプログラム 
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0306/cals%20ap2007.pdf より） 

 

これらのシステム整備にあわせて、職員や業界団体への啓蒙活動、アセットマネジ

メントへの適用や若手技術者の育成など、ソフト面での整備を進めている。 
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２ 大阪府における建設情報の利活用 

大阪府では、官民協同の協議会を設置し、建設情報の整備・利用を促進するための検

討を行っている。 

 

２-１ GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会の概要 

協議会は 3 つの WG から構成され、それぞれ WG1 はデジタル地図などの空間基盤

データの整備と更新、WG2 は道路管理などに用いられるコンテンツ（主題情報）の整

備と流通、WG3 はデータ整備・流通の主体となる運営主体のあり方について検討を行

っている。 

 

 

図 ３ 大阪府官民協議会の構成 

（大阪府における GIS と建設 CALS の取組み http://www.gita-japan.com/ParticipantOnly/Day2/Kajikawa.pdf より） 

 

２-１-１ WG1（空間基盤データの整備と更新）での検討内容 

WG1 では、1/500 レベルの大縮尺地図情報を整備し、官民双方で共同利用するこ

とで紙からの転記や座標系の変換などの処理に要していた手間を削減することを目

的としている。 

1980 年代より 1/500 の地図情報を収集してきたが、統合管理している情報と自治
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体における更新状況が同期されず、官民それぞれの管理主体において地図のメンテ

ナンスが負担として発生していたことを踏まえ、データを共有し相互にメンテナン

ス可能となる仕組みの構築について検討している。 

具体の検討内容は以下となっている。 

・ 大阪府公共測量作業規程の検討⇒官民協同の地図メンテナンス手順の確立 

（大縮尺空間ﾃﾞｰﾀ製品仕様書、RTK-GPS（FKP 測量）、ﾃﾞｰﾀ更新ﾏﾆｭｱﾙ） 

・ 空間基盤データの随時更新の可能性検討⇒電子成果とその更新手法の確立 

・ 位置参照点閲覧システムの利用⇒官民共通の位置参照方式の実現 

 

２-１-２ WG2（コンテンツの整備と流通）における検討内容 

WG1 において整備された基盤情報を活用し、道路台帳の維持・管理やそれらのデ

ータの実際業務への利用による効率化を検討している。 

これまでは、道路台帳を管理している自治体ごとに位置参照方式や精度、仕様が

異なることによって、重複して測量を行っている場合や地図を作成している場合が

あった。このような問題に対して、共通の基盤地図上において台帳などを共有する

ことで、個別に実施していた測量成果が相互に参照され、管理者間の協議などの業

務が効率化することを目的としている。 

具体の検討内容は以下となっており、主に道路管理関係業務（特に道路占用申請

業務の電子化）の効率化にフォーカスされて進められている。 

・ 道路台帳の整備と維持管理業務での有効利用 

・ 道路占用申請手続き（道路法第 32 条） 

・ 道路法第 34 条協議に関する図面の電子化 

・ 道路交通法に関わる協議図書の電子化 

 

現在は、府内の自治体や民間会社（大阪ガスなど）と協力して実証実験を行い、

その効果や手順についての整理を行っている。 

 

２-１-３ WG3（運営主体の検討） 

WG1 による基盤地図の整備、WG2 による業務効率化を円滑に実施するための運

営主体のあり方について検討を行っている。 

当初は事業会社を設立し、データやアプリケーションの共同化などの業務を委託

することが案とされていたが、現在は昨年度成立した地理空間情報活用推進基本法

による国の動きに合わせ、適切な役割分担を検討している。 



 参考 1-8 

 

図 ４ 運営主体の検討（平成 16 年度当時） 

（大阪府における GIS と建設 CALS の取組み http://www.gita-japan.com/ParticipantOnly/Day2/Kajikawa.pdf より） 

 

 

２-１-４ 大阪府における取組みの特長 

大阪府の取組みにおける特長としては、以下のようになる。 

【大阪府における取組みの特長】 

・ 基盤となる地形図や区画図を整備し、官民で共同利用 

・ 官民協同の基盤地図を整備し、建設情報が流通しやすい環境を構築 

・ 複数機関が関連するため、官民で実証実験を行い課題の抽出を行っている 

・ データ管理のための事業主体を検討し、持続可能な運営の仕組みを検討 
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３ NEXCO における電子成果の活用 

NEXCO では、電子成果品の活用のために、工事管理や維持管理を目的とした各種シ

ステムを整備している。 

整備されている主なシステムは以下の 5 システムである。 

 

1. 技術情報サービス 

2. 工事管理支援システム 

3. 工事記録収集システム 

4. 道路資産管理システム 

5. 道路保全情報システム（RIMS） 

 

３-１ 技術情報サービス 

調査段階で発生する成果品（CD-R）を DB に登録し、際が発生時や事故発生時に利

用している。データの登録は専門の職員によって行われている。 

 

 

図 ５ 技術情報提供サービスの画面 

主な特長としては、以下の事項が挙げられる。 

 成果品の構成が一意に定まらないため、XML-DB を採用している 

 エラーが残っていても登録できる仕組みとなっている 

 CD-R に併せて納品されるマイクロフィルムの納品を義務付け、工事や災害対応に

利用 



 参考 1-10 

３-２ 工事管理支援システム 

インターネットを経由して、工事によって発生する品質管理情報を蓄積するシステ

ム。平成 12 年から試行的に運用され、平成 17 年度から全国的に運用を開始している。 

 

 

図 ６ 工事管理システムの入力画面 

特長として、以下の事項が挙げられる。 

 入力は工事請負業者が行い、監督員が承認を行う 

 直接入力、XML、CSV での入力が可能 

 受発注者双方で成果物を保持できるように、データの出力が可能 

 他のアプリケーションで加工できるように、XML データでの出力が可能（設計

要領の作成などに利用） 

 

３-３ 工事記録収集システム 

工事段階において工事請負人が作成する道路構築物の諸元情報（工事記録情報）に

ついて、インターネットを用いて収集・照査するシステムであり、主な特徴としては

以下の事項が挙げられる。 

 画像ファイルや Word・Excel 等の電子データの登録が可能 

 設計業者から施工業者へのデータ引継ぎ（従来の紙媒体や FD と異なり、デー

タの引継ぎを確実に実行可能） 
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 データ登録状況がシステム上で確認できるため、効率的なデータ作成・修正指

示を監督員が実施可能 

 帳票は工種ごとに整理され、キロポスト単位で管理されている 

 

 

図 ７ 工事記録収集システムの画面 

３-４ 道路資産管理システム 

道路保全管理業務を遂行する上で、すべての業務の基幹となる道路構築物の諸元情

報をチェック・登録・更新し、提供するシステム。 

 

主な特長としては、以下の事項が挙げられる。 

 工事記録収集システムと連携し、工事情報を取り込み 
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 資産に関する管理者情報やキロポスト、写真や構造情報を一括管理 

 

３-５ 道路保全情報システム（RIMS） 

道路保全情報システム（RIMS：Road maintenance Information Management 

System）は、経営基盤となる保全情報データを統合・共有化し、効率的な運用を図る

ためのシステム及びデータベースの総称である。 

平成 13 年から整備が進められ、道路保全業務全体の効率化や管理情報の応用利用を

目的としている。 

 

図 ８ RIMS システムの一覧 

主な特長としては、以下の事項が挙げられる。 

 道路管理に関する諸元の把握や、モニタリングが可能 

 保有する資産や交通量などを統合的に把握し、事業戦略の立案を支援 

 

 

３-６ NEXCO における取組みの特長 

NEXCO の取組みにおける特長としては、以下のようになる。 

【NEXCO における取組みの特長】 

・ エラーが残っていても登録できる仕組みを構築（XML-DB） 

・ 工種やキロポストでデータが管理されている 

・ インターネット経由で監督員が日々のチェックを行い、納品時はデータ管理担

当がチェックを行っている 

・ 調査段階の情報はマイクロでの納品を要領として義務付け 
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４ 島根県における受注者への電子納品支援 

島根県では電子納品に対して従前より以下のような課題があった。 

① 受注者側の技術不足 

② 普及・教育体制の不足 

③ 1 社あたりの工事件数の少なさ 

 

受注者側の負担や抵抗感が大きく、電子納品の普及が進まない現状を踏まえ、島根県

では以下のような取組みを行い、電子納品の推進を図っている。 

 

４-１ 電子納品時のデータ作成支援 

受注者側の技術力や状況を踏まえると、国土交通省が定める電子納品要領に準拠し

た場合に、データ入力やエラーの修正の負担が大きいと考え、独自の基準を策定し、

発注者が電子納品要領に準拠したデータの作成支援を行うことで電子納品の普及を推

進している。 

 

表 2 国土交通省の要領（案）基準（案）との差異 

 
 

４-２ CRUD 分析による入力項目の最適化 

電子納品の段階で必要となる管理項目（工事名・金額・工事概要等）は、発注・契

約段階で発注者が既に入力している。そのため、そのデータを利用すれば、電子納品

時に受注者に入力してもらう必要はなくなることから、電子納品時の入力項目のうち

発注者側で作成可能なものは発注者側で入力したものを利用している。 

 

４-３ パレート分析による標準化の優先順位 

電子納品時に入力される各種情報に対してパレート分析を行い、全ての情報のうち、

平成 19 年 10 月 電子納品運用ガイドライン（簡易版） 

http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/cals_ec/cals.data/gaido19.10.pdf より抜粋 
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その後のプロセスにおいて利活用の効果の 8 割は、全体の 2 割の情報があれば得られ

ることが明らかになった。その結果を用いて、全体の 2 割のデータについて優先的に

標準化を進め、受注者側の負担を軽減している。 

 

 

図 ９ 島根県におけるパレート分析 

 

４-４ 島根県における取組みの特長 

島根県の取組みにおける特長としては、以下のようになる。 

 

【島根県における取組みの特長】 

・ 発注者の支援により受注者の納品時の負担を軽減し、電子納品要領を満たすデ

ータを作成 

・ CRUD 分析により初期に発生したデータを納品時に有効利用 

・ パレート分析により活用効果の大きい情報から優先的に標準化 
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５ 北陸地整における TIOSS 整備 

北陸地方整備局では電子成果および電子納品開始以前に蓄積されていた成果品の利

活用を推進するために、TIOSS（Technical Information Offer Support System）を整

備し、検索性の向上や基盤データの網羅性向上を図っている。 

 

5-1 TIOSS の概要 

技術情報提供システム（TIOSS）は従来、電子納品開始以前の図面（マイクロフィ

ルム）を電子化し、オンライン上で検索・利用するためのシステムであった。現在、

電子納品保管管理システムなどとの連携によって、電子成果の利活用促進を実施して

いる。本システムは図 １０のような構成となっている。 
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図 １０ TIOSS のシステム連携図 

 

5-2 取り扱うデータについて 

TIOSS はマイクロ化された図面を登録・検索するシステムであったが、現在は保

管管理システムや TRABIS（Technical Report And Boring Information System）

と連携し、取り扱うデータの整備を効率化している。 

電子成果によるデータ整備は未だ途上であるため、従来のマイクロデータのイメ

ージデータ（TIFF）とあわせて利用している。 

 

1） 図面データ 

マイクロフィルムを電子化したものと電子成果から整備され、網羅性を向上し

ている。保管管理システムには CAD データを登録し、TIOSS 内では PDF ファイ

ルとしてデータを保持している。これは、事務所に CAD データを閲覧可能なソ

フトウェアがインストールされていない場合があるためと、CAD データの容量が

大きいためである。 
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2） 重要構造物データ 

重要構造物について図面データを抽出し、整備している。主な目的は災害時の

検索性を向上するためであり、TIOSS 構築時にマイクロフィルムを電子化した当

初から整備されている。 

 

3） 地盤・地質データ 

TRABIS と連携してデータの整備を進めており、地盤図集と TRABIS データは

公開予定である。データ形式は TRABIS データは PDF であるが、電子納品され

たものは XML となっている。 

 

5-3 TIOSS による電子成果利活用の状況 

TIOSS に整備されたデータは、新潟県中越沖地震(2007 年)や新潟県中越地震(2004

年)において、資料の探索や復旧時の参考資料として活用されている。 

利活用の目的や求められるデータ形式は のようになっており、特に図面が多く利用

されるが、各段階において利用されている形式は異なっていることがわかる。 

 

表 3 災害時における電子成果の活用状況 
項目 初動時（状況把握点検～状況報告） 応急復旧（応急対策立案～応急復旧） 本復旧（原因調査～災害査定～本復旧） 

内容 

施設の被害状況、通行者の状況、沿道状況を把握し、道路通

行規制の判断、応急対策等の判断を行う。 

現場の状況を判断し、二次災害の防止・各施設の早期機能回

復を図り混乱を防止する。 

災害査定（予算要求）資料作成のため概算費用の算出と復旧

計画を検討する。また必要があれば原因究明を実施し、本復

旧対策工事を実施する。 

情報の種

類 

被災場所、被災者の有無、被災対象、形態、規模 被災場所、被災対象、規模（数量）、工種、関係機関（埋設物

含む）、調査 

規模、工種、調査、品質管理、設計 

キー 位置 構造 数量 

業務 

プロセス 

アイテム 図面 図面 図面・写真・地質・測量・報告書 

          

内容 

1.1. 事務所に常備している管理台帳を使用する。 

1.2. 荒天時にはデジカメ以外の電子機器は持ち込めない。

1.3. 紙図面を使用して被害箇所の報告資料を作成し、ＦＡＸ

もしくはスキャンニングした資料を電子メールで送付する。 

1.4. 既設構造物にあわせて緊急工事を行うため、詳細な図

面が無くても指示が出来る。 

1.5. ただし地下埋設物との関連がある工事（水道・ガス・電

力・通信等）には図面が複数枚になっていたり、図面が無い

こともあり各社を立ち会わせて試掘しなければならないなど

時間を要する場合がある。 

1.6. 必要な図面、報告書類過去のデータを倉庫等で探すが

すぐに見つからない事も多く、全て揃わない場合もある。こ

のような場合、改めて地質調査や測量を実施する必要があ

り時間を要する。 従来業務 

アイテム 紙図面（管理台帳等） 紙図面・工事写真等 測量調査等報告書・工事報告書等 

内容 

1.7. 災害発生時には電子データの使用頻度は殆ど無く現場

では紙情報の方が利便性が高い。 

 

1.8. 応急復旧工事などの初期段階の作業では紙でも電子

でも殆ど変わらないボリュームであるが、完成図と埋設物関

係者図面が電子化されていれば図面の重ね合わせなどを

実施する事により容易に断面構成を知る事が出来る。その

ため試掘などの追加工種が必要でないため作業がスムーズ

に行える。 

1.9. 関連するエリアの過去の資料が電子化されていれば、

必要な情報を PC 上で検索が行える。また当時の設計思想

や各調査結果から工種・工法選択に合理的な判断が出来、

経済設計も可能となる。 ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ 

アイテム 紙図面（管理台帳等） 紙図面・電子データ（図面・写真） 電子データ（図面・写真・地質・測量・報告書） 

内容 

1.10. 管理区間の点検を実施しなければならず、どこが被災

しているかわからないため紙図面の方が適している。紙図面

の方が機動性が良く荒天時にも現場に持ち込める。 

1.11. 報告時に被災前後の現状が対比出来る資料が必要で

あり電子データがあると作業が容易である。 

1.12. 応急復旧工事を行うためには詳細な図面がなくても指

示が出来るが、イメージデータでもＣＡＤ図面でも図面があ

れば活用できる。 

1.13. 道路管理図が紙であり、変更があると上書きに上書き

を重ねている状態である。地下埋設物の図面が電子化され

常に最新の情報であれば非常に判断が楽に出来る。 

1.14. 災害査定資料を作成するために数量算出が必要であ

り CAD 図面があれば作業が容易である。 

1.15. 復旧内容の検討において地質情報は活用できる。 

1.16. また被災前の構造物の設計思想を確認する上では報

告書が必要となる。電子納品は１つの CD に全ての情報が

入っているので取り扱いが良い、地震が発生した場合は事

務所も被災しており書庫が使えないなどの状況もある。 

実際の業

務 

アイテム 紙図面（管理台帳等）、電子データ（図面・写真） 紙図面、電子データ（図面・写真） 電子データ（図面・写真・地質・測量・報告書） 

内容 

1.17. ＧＰＳ端末を携帯し、位置情報を入手することによりＧＩＳ

上にプロットし、被害箇所を正確に把握する事が出来る。 

1.18. また共通プラットフォームにより関係機関（自治体・警

察・消防等）との情報連携を図る事が出来る。 

1.19. ＧＩＳにプロットした被災箇所範囲を選択し過去の資料を

容易に検索出来、電子データの活用が図れる。 

1.20. 道路基盤データの整備により占用各社の情報が重ね

合わせでき、容易に地下埋設情報を得る事が出来る。 

1.21. ＣＡＤ図面から数量を自動計算する事により必要数量

の算出が容易に出来る。 

1.22. 情報化施工を実施する際に基礎データ等を容易に入手

することが出来る。 

今後の高

度利用 

アイテム GPS、GIS ＧＩＳ・CAD  CAD 
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5-3-1 利用促進のための機能 

4） 検索機能 

TIOSS では、利便性の向上のために検索機能を充実している。経緯を基にした

年度、路線、事務所名、図面名、地名などが検索キーであり、地名が重要な検索

キーとなっている。 

また、前述したように、災害時に利用される頻度が高い重要構造物について図

面データを整備し、災害時の対応を効率化するための仕組みを構築している。 

 

5） CAD データのダウンロード機能 

従前は CAD データをダウンロードし、閲覧などを行っている。災害の状況を把

握する際に、台帳附図に基づいて TIOSS から図面を検索し、必要な場合に CAD

データをダウンロードし、被災前の図面として復旧対応などに利用している。 

 

5-4 電子成果の活用に関する今後の課題 

5-4-1 データ登録時の課題 

技術事務所に送付される電子成果について、その 8 割程度にエラーがあり、各

事務所と技術事務所間の手戻りが発生している。技術事務所側では、年間 2000

枚以上の電子成果の CD が送付され、技術事務所における作業負荷が大きくなっ

ている。負荷軽減を目的として、オンラインで電子成果を受け付けるシステム（受

付管理システム）が構築されているが、各事務所からは CD のまま送付される場

合が多く、利用が進んでいないことから、電子成果の登録負荷低減や効率化が課

題となる。 

 

5-4-2 利活用時の課題 

TIOSS では保管管理システムや TRABIS と連携しているが、それらのシステム

のデータ登録が途上であるため、活用の機会が少ない。このため、利活用の促進

のためには、このようなデータの整備促進が課題となっている。 

また、重要構造物の情報は災害時に紙ベースでの利用ニーズが大きいため、長

期に保存する必要がある。 

 

5-5 TIOSS における取組みの特長 

TIOSS における特長としては、以下のようになる。 
【TIOSS における取組みの特長】 
・ 電子成果と電子化したマイクロデータを統合することで網羅性を向上 
・ 災害時に備えて、重要構造物情報の検索システムを構築 
・ 地名や図面名からの検索が可能 
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１ 電気・ガス・水道、その他機関での活用事例 

１-１ 東京都下水道局の CALS./EC 関連システム 

技術名称 工事統合支援システム（仮称） 

関連機関 東京都下水道局 

特徴・概要 下水道局における個別業務に対

して整備されている各種システム

の連携を促進し、総合評価方式の適

用や品質確保を効率化することを

目的としたシステム。 

【主な目的】 
・ 積算システム（SEES）で入力

した委託・工事件名などのデー

タに、契約情報、現場体制情報、

工事関係情報などの情報を付

加しながら、それぞれのシステ

ムのデータを連携及び共有さ

せる 
・ 経営の効率化に資するデー

タを一元管理する 
 
 

 

適用分野例  東京都下水道局における CALS/EC 促進 

電子納品への

適応性評価 

 下水道台帳情報システム（SEMIS）を用いた情報更新や利活用の仕組みが、電子

成果保管管理システムを用いた建設情報活用のモデルケースとなる 

 全体 適化を実現する際に各プロセスの連携を図るシステムを構築する場合、そ

の機能要件や運用方法に関する検討内容が参考となる 

出典 （1）東京都下水道局 CALS/EC アクションプログラム 2007 
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0306.htm 

（2）東京都下水道局事業概要 
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/gijyutou/jg/jg.htm 
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技術名称 下水道台帳情報システム（SEMIS） 

関連機関 東京都下水道局 

特徴・概要 1985 年度から運用されている公共下水道の建設と維持管理を目的とし、下水道

管理業務の基盤となる下水道台帳の管理を行うシステム。技術的な特長としては、

・ 管内全域の下水道台帳を電子化し１元的に管理している。 

・ データの入出力は標準化された CAD データで行う。 

・ 2000～2001 年度に汎用機から PC サーバ型のシステムに移行している。 

 
今後は以下の取組みを推進することとなっている。 

・ 事務所で迅速･簡易に入出力可能なシステムへ機能整備及び改良 

・ 電子納品対象工事の適用拡大に伴うデータ更新の迅速化と精度向上 

・ 工事統合支援システム（新規）との連携手法を検討    など 

適用分野例  東京都下水道局における基盤データ管理 

電子納品への

適応性評価 

 GIS を利用した基盤データ（台帳データ）の管理については、今後の保管管理シ

ステムの機能要件として参考となる 

 CAD データでの受け渡し（特に画面からの切り出し）について、建設情報の流

通においても参考とすべき技術となる 

出典 （1）東京都下水道局 CALS/EC アクションプログラム 2007 

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/oshi/infn0306.htm 

（2）SEMIS インターネット配信システム 

http://www.gesuijoho.metro.tokyo.jp/semiswebsystem/index.html 

（3）JACIC  CALS/EC 効果的事例レポート（第 5 回） 

http://www.cals.jacic.or.jp/report/05.html 
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１-２ 大阪府における共通基盤地図システム 

技術名称 （1）位置参照点閲覧システム 

（2）道路占用に関する協議・申請システム 

関連機関 GIS 大縮尺空間データ官民共有化推進協議会（大阪府、大阪ガス、他） 

特徴・概要 （1）大阪府位置参照点閲覧システム 

 協議会が提供している自治体向けの無償の簡易なGISソフト（スタンドアロン）。

地理院より提供されている1/2500の数値地図を基図として、 

・ 自治体へのGISの普及と業務の効率化 

・ 共通の基盤地図上での複数データの重ね合わせ・連携 

を目的としている。オープンソースであるため、自治体の個別業務に対してカスタ

マイズが可能であり、改造の内容は協議会にフィードバックされ、ライブラリとし

ての実装される。 

 

 

（2）道路占用に関する協議・申請システム 

 協議会によって整備された1/500の共同基盤

地図をベースに、道路占有に関する申請や協議

を行うシステム。自治体ごとに個別の基図を用

いていたことによって発生していた重複調査や

精度の違いによる非効率の解消を目的としてい

る。特長は以下のようになっている。 

・ XMLを用いた文字情報の交換 

・ オンライン・ストレージによる添付ファ

イル（図面など）の管理 

シェープファイルの描画のほか、基

準点情報の登録が可能 

同機能のWEB版も公開されている（限

定） 
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・ Web-GISによる位置の把握 

 

適用分野例  工事情報の管理、市町村境界の管理 

 道路占用申請・協議業務 

電子納品への

適応性評価 

 整備された基盤データのユースケースを分析する上のモデルケース。 

 無償の GIS システムを使い、共通の基盤地図上でデータを自治体に作成してもら

うことによって、標準化されたデータの整備を図る手法は建設情報においても採

用可能。 

出典 （1）位置参照点閲覧システム 

http://www.pref.osaka.jp/doboku/23cals_ec/ichi.html 

（2）Web 版位置参照点閲覧システム 

http://www.pref.osaka.jp/doboku/23cals_ec/webichi.html 

（3）大阪府における GIS と建設 CALS の取組み 

www.gita-japan.com/ParticipantOnly/Day2/Kajikawa.pdf 

地図画面 

協議内容 

添付ファイル 
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１-３ 電子成果の道路保全への活用 

技術名称 電子成果の維持管理への適用 

関連機関 国土交通省 

特徴・概要 全国の直轄国道の橋梁、トンネル、舗装、道路標識等道路施設に関する主要デー

タを一括管理する道路管理データベース（通称 MICHI）が整備されている。道路

施設の諸元や点検・補修に関する文字・数字データと、図面や写真のイメージデー

タからなり、平成 15 年からは Web 方式で運用されている。 
道路管理データベースの基となる道路施設基本データに関しては、平成 18 年度

に公開された道路工事完成図等作成要領にて工事業者に電子納品させることが規

定され、効率的な収集が開始された。 
道路工事完成図等作成要領では、道路施設基本データの電子納品について、デー

タ作成方法、ファイル形式、格納するフォルダ形式、データチェック方法、工事完

成時の取り扱いまでを規定している。 
 

 
 

  (1)道路施設基本データ詳細情報
以下の詳細情報群(CSVデータ)から構成

1：橋梁の全体基本情報 【1】

2：上部工情報 ①、② 

3：径間情報 〔1〕、〔2〕、〔3〕

その他、9 種の詳細情報

(2)道路施設一般図データ 
 

(3)現況写真データ 
 

(4)道路施設位置図データ 
 

○ ○ 橋 梁

上部工

径間 

① ②

〔 ２ 〕 〔 ３ 〕

径間 

〔 １ 〕 

橋梁全体 【1】

 
道路施設基本データを電子納品と活用 

 

適用分野例  道路管理データベースシステムの効率的な更新・整備 

電子納品への

適応性評価 

 電子納品を活用して維持管理に必要となる情報を更新・整備する事例として参考

となる。 

 道路工事完成図等作成要領では、道路管理データベースに必要となる項目の納品

を規定しているため、成果品から自動的に道路管理データベースの更新が可能と

なる（データの品質等は確認を要する）。 

出典 （1）道路工事完成図等作成支援サイト 
http://www.nilim-cdrw.jp/rd_about.html 

（2）道路保全技術センター HP 
http://www.hozen.or.jp/center/index.html 
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１-４ プロセスやノウハウの蓄積技術 

技術名称 ナレッジマネジメント 

関連機関 トヨタケーラム 

特徴・概要 ＜ナレッジマネジメントシステム：指南車＞ 
自動車産業等の製造分野では、

ノウハウや技術を継承するた

めのソフトウェアが開発され、

活用されている。 
 
たとえば、トヨタケーラムが開

発したナレッジマネジメント

システムである指南車は、ノウ

ハウやルールなどを含む仕事

の進め方を知識としてデータ

ベース化することができる。熟

練者の知識を見える化し「なぞ

る」ことで熟練者と同じ進め方

で作業でき、熟練者の仕事の仕

方（なぜ、どうして）を理解す

ることが可能である。技術・技

能の伝承ツールとして、2007
年問題をはじめあらゆる分野、

業務に活用可能である。 
 
このように、プロセスの標準化

と、各プロセスにベテラン技術

者のノウハウや技術的な基準

等を登録することで、技術・ノ

ウハウの継承や品質の向上を

図ることができる。 
 
 

適用分野例  自動車産業等の製造業 

電子納品への

適応性評価 

 成果（製造結果）だけでなく、プロセスやノウハウ・判断基準まで管理している

点は、技術の継承や受発注者間の情報共有の観点から参考になる。 

 構造物等を設計した際の規格・基準および考慮した点を電子納品等の成果品から

ナレッジとして蓄積できれば、類似の設計を行う際に活用できる。 

出典 トヨタケーラム HP 指南車の商品紹介 
http://www.caelum.co.jp/product/shinansha/ 

 

CAD/CAMとの連携により効率的な設計環境を実現

CADやCAMソフトなどと連携させ、作業をナビゲートしたり入力数
値をインストラクションすることができる。ベテランの判断基準や根
拠も自然と習得できるため、効率的なOJTも実現できる。

CADやCAMソフトなどと連携させ、作業をナビゲートしたり入力数
値をインストラクションすることができる。ベテランの判断基準や根
拠も自然と習得できるため、効率的なOJTも実現できる。

個人知を組織知として蓄積・継承

ベテラン技術者が暗黙知としてもっている設計手順やノウハウを、
図表やフローチャートとしてデジタル化し、データベース化できる。
プロセスを定義することで、初心者でもベテランと同じように仕事
を進めることができる。

ベテラン技術者が暗黙知としてもっている設計手順やノウハウを、
図表やフローチャートとしてデジタル化し、データベース化できる。
プロセスを定義することで、初心者でもベテランと同じように仕事
を進めることができる。

ノウハウの継承！

品質の確保！
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２ 空間情報・GIS に関する事例 

２-１ 位置参照情報の整備状況 

技術名称 （1）位置参照情報ダウンロードサービス 

（2）CSV アドレスマッチングサービス 

（3）MAPPLE アドレスマッチングツール 

（4）道路の共通位置参照方式 

関連機関 （1）国土交通省 国土計画局、国土技術政策総合研究所 

（2）東京大学空間情報科学研究センター 

（3）旺文社 

（4）（財）日本デジタル道路地図協会 

（5）次世代 デジタル道路地図研究会 

特徴・概要 （1）位置参照情報ダウンロードサービス （国土計画局） 

街区レベル位置参照情報とは、全国の都市計画区域相当範囲を対象に、街区単位(「○

○町△丁目□番」)の位置座標(代表点の

緯度・経度、平面直角座標)を整備した

データのこと。このデータを利用するこ

とで、住所などを含む表や台帳データに

位置座標（緯度経度等）を付け、GIS

で地図上に展開して空間的な分析をす

ることができるようになる。 

整備範囲：全国の都市計画区域相当範囲 

提供データ等：位置参照情報、街区レベ

ル位置参照情報アドレスマッチングツール 

（2）CSV アドレスマッチングサービス（東京大学空間情報科学研究センター） 

住所・地名フィールドを含む CSV 形式(*1)データにアドレスマッチング処理(*2)を

行い、緯度経度または公共測量座標系の座標値を追加するサービス。 

アドレスマッチングとは、住所を含んでいるデータを GIS で扱うために、緯度経度

のような数値による座標値を与える処理のこと。より厳密には「アドレスジオコー

ディング」と呼ばれることもある。アド

レスマッチングは、それぞれのレコード

の住所部分を見て、地図から該当する住

所を見つけ、その座標値をレコードに付

加するという処理を繰り返すことで実

現する。本サービスは、このアドレスマ

ッチングをインターネット経由で行う。 

（3）MAPPLE アドレスマッチングツール
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（旺文社） 

MAPPLE アドレスマッチングツールは利用者

の住所リストを自動解析して緯度経度情報を

付与するアドレスマッチング（座標付与）専用

のソフトウェア製品のこと。 

漢字表記のゆらぎや京都通り名など日本の住

所特有の問題も自動的に解決できる高度なマ

ッチング機能と、2 ヶ月に 1 度の住所辞書デー

タを更新。 

整備範囲：北海道、東北、関東、甲信越、北陸

3 県、東海 4 県、関西、中国、四国、九州 

提供サービス：ソフトウェアの提供（位置参照データ含む） 

（4）道路の共通位置参照方式 

 道路上の位置を共通のルールで表現することで、道路上にある地物の位置情報を

標準化し、地物の情報の相互利用を可能とする技術。「道路の共通位置参照方式」

では、道路を「路線」で定義し、道路上の位置を「路上参照点」からの相対位置と

して表現する。目標物（建物）の位置は、路線（道路）との相対関係で表現される

ため、異なる地図でも、道路上の位置を正確に交換することが可能となる。 

適用分野例 分野問わず利用されている。以下、利用例。 

 住所が整理されている施設に対して、住所から緯度経度に変換することで GIS 上

での利活用を可能にする 

 GIS システムで住所や地名等の位置に係わるキーワードから対象施設を検索す

る際に利用 

電子納品への

適応性評価 

 位置参照情報を活用することで、現行の電子納品要領に規定してある設計や施工

の実施位置の入力作業を（緯度経度等）を軽減できる可能性がある。 

 ただし、現在の位置参照情報は、一部地域しか整備されていない場合や、精度が

十分でない（特に郊外の地域では精度が悪くなる）等の課題もある。 

 加えて、設計や施工で有効活用するためには、測点や距離標の位置参照情報も整

備される必要がある。 

出典 （1）位置参照情報ダウンロードサービス 
http://nlftp.mlit.go.jp/isj/ 

（2）CSV アドレスマッチングサービス 
http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~sagara/geocode/overview.html 

（3）MAPPLE アドレスマッチングツール 
http://www.mapple.co.jp/corporate/product/16.html 

（5）「安全・環境に資する走行支援サービス実現のための道路情報整備と流通へ

向けた提言」 
http://www.its-jp.org/topics/htm_holder/doc/its-fukyusokusin/map_02.pdf 



 参考 2-9

２-２ 道路の基盤データの整備状況 

技術名称 道路基盤データ （道路基盤データ製品仕様書、道路完成図の作成要領） 

関連機関 国土交通省 

特徴・概要 （1）道路基盤データの位置づけ 

一般的に言われている道路 GIS とは、道路行政で用いる空間データとそれらを利用

したアプリケーションシステムを包括した概念のことである。 

道路基盤データとは、既存データベース・システムとの役割分担のもと、基盤とし

て構築すべき 小限の共有空間データとして位置づけられるものである。 

MICHIの一部
（施設関係）

道路基準点
（ＫＰ）

道路基盤
データ

ROADIS
（占用物件）

 

道路基盤データの位置づけ  ※資料提供：JACIC 

 

（2）道路基盤データの要件 

道路基盤データに関する要件として、国土交通省国土技術政策総合研究所より、「道

路基盤データ製品仕様書（案）（平成 18 年 2 月）」が公開されている。 

道路基盤データ製品仕様書（案）（平成 18 年 2 月）では、特に供用性の高く、標

準として整備すべき基本地物について定義されている。なお、現在、基本地物をベ

ースに新たに地物を追加する場合に参考となる拡張地物を追加した製品仕様書改

訂版が検討されている。 

 

基本地物の例  ※出典：道路基盤データ製品仕様書（案） 

（3）道路基盤データの整備方針 
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CALS/EC 推進の一環として、電子納品される完成図面を活用し、道路基盤データ

の整備が進められている。 

具体的には、舗装工事等の道路工事にて納品する道路完成図の作成要領を、道路基

盤データに変換可能となるように規定している。作成要領は、「道路工事完成図等

作成要領」としては、公開、運用中である。 

完成平面図
（CADデータ）

完成平面図
（CADデータ）

道路基盤データ
（GISデータ）

道路基盤データ
（GISデータ）

変換

区画線

島

島

歩道部 歩道部

距離標

車道部

植裁

道路代表線
停止線

歩道部

歩道部

区画線

横断歩道

距離標

車道部

停止線

車道交差部
（車道部の一部）

横断歩道橋

橋脚

ボックスカルバート

自動車駐車場

（自転車駐車場）

建築物

管理区域界

歩道部

歩道部

歩道部

横断歩道

横断歩道

横断歩道

路面電車停留所

軌道敷

植裁

軌道敷

横断歩道

横断歩道

区画線

島

島

歩道部 歩道部

距離標

車道部

植裁

道路代表線
停止線

歩道部

歩道部

区画線

横断歩道

距離標

車道部

停止線

車道交差部
（車道部の一部）

横断歩道橋

橋脚

ボックスカルバート

自動車駐車場

（自転車駐車場）

建築物

管理区域界

歩道部

歩道部

歩道部

横断歩道

横断歩道

横断歩道

路面電車停留所

軌道敷

植裁

軌道敷

横断歩道

横断歩道

 

・完成平面図（CAD データ）を道路基盤データ（GIS データ）に変換 

・維持管理に必要な情報の効率的な収集、迅速な更新が可能 

道路基盤データの整備方針  ※資料提供：JACIC 

（3）道路基盤データの利用イメージ 

道路基盤データは、GIS システムへ取り込

むことで、道路に係わる維持管理に活用す

ることができる。 

 

 

 

 

道路基盤データの利用イメージ ※資料提供：JACIC

適用分野例 道路の管理、サービス 

電子納品への

適応性評価 

 維持管理で利用する道路基盤データを整備するための仕組みとして、「道路工事

完成図等作成要領」を活用していることは、利用目的を明確にした電子納品の事

例としては有効。 

 ただし、専用 CAD が必要であることや一定のスキルが必要であること等、一般

的な電子納品（CAD 図面作成）と異なる点がある。 

出典 「道路基盤データ製品仕様書（案）（平成 18 年 2 月）」 

http://www.gis.nilim.go.jp/kiban/dl_simo/kibandata_seihin_H18_2.lzh 

「道路工事完成図等作成要領（改定版） 平成 20 年 3 月改定」 

http://www.nilim-cdrw.jp/download/kanseizuyouryou_h20_3.lzh 

★

主題・時間の表示

★★

主題・時間の表示
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２-３ 民間会社における GIS の利用事例 

技術名称 ジェイアール東日本における鉄道空間情報管理システム「鉄道 GIS」 

関連機関 ジェイアール東日本 

ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 

特徴・概要 （1）概要 

総延長 7,500km におよぶ JR 東日本の鉄道路線網に対して、大量の図面データを一

元管理し、鉄道施設計画や防災などの用途に活用するための鉄道空間情報管理シス

テム「鉄道 GIS」を独自に開発し、運用している。 

線路平面図については直接マップデジタイズし、約 1,000 種類もの設備記号のレイ

ヤを分けて構造化している。情報を共有化し、施設計画や保守・管理、災害対策な

ど幅広い用途に利用できる環境も構築した。こうして、図面管理と保守・資産台帳

データベースを融合している。 

「鉄道 GIS」は、2002 年に首都圏の 800km および新幹線の 800km の路線につい

て試験的に運用を開始。04 年には JR 東日本の全線 7,500k m をカバーする業務支

援システムとして本格運用している。 

 

JR 東日本におけるデジタル化への対応 

（2）以前の課題と「鉄道 GIS」の効果 

「鉄道 GIS」の運用以前は、手描きのマイラー図面などが山のように積まれている

状況であり、図面の利活用に手間が掛かっていた。 

「CAD と G I S とのスムーズに融合された「鉄道 GIS」を活用することで、図面の

作成・更新・管理にかかるコストを大幅に削減した。たとえば、線路平面図などは、

鉄道 GIS 以前にその都度新規に測量・図化していた時期と比べると、約 1/10 程度

のコストで作成できるようになっている。 
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「鉄道 GIS」の活用イメージ 

（3）今後の展望 

設計の部門においても、2 次元の CAD を活用するだけでなく、さらに 3 次元 CAD

をも利用した業務の効率化が進んでいる。Google Earth を活用した三次元衛星画像

配信サービス「グーグルアース&レールウェイ」や AutoCAD Map 3D、AutoCAD

Civil 3D をベースにした建築限界支障チェックシステム「APS-Railway※2」の開

発などはその好例である。これは、3 次元の線形計算による計画図面と現況施設の

3 次元モデルを組み合わせ、鉄道路線の建築限界と支障物の状況を立体的にシミュ

レーションできるようにしたものである。この結果を AutoCAD で処理すれば、2

次元の施設設計図面の作成時間も大幅に短縮できる。 

＜「グーグルアース&レールウェイ」の活用例＞ 

・高層ビルが過密化する都市部での都市計画、再開発計画、高層ビル建設計画の策

定業務への利用 

  

・ 設備情報や気象情報などを重ね合わせることによる防災計画策定業務への利用 
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・ 鉄道情報、観光情報などを重ね合わせることにより観光事業への利用 

 

適用分野例 鉄道分野 

電子納品への

適応性評価 

 GIS を活用してデータ管理することを意識した上で、線路平面図を整備すること

により、データ整備費の縮減、データ管理の効率化を可能としている。 

 データの活用を明確にした上で、線路平面図の CAD 化（成果品の作成）を行っ

ている点は参考となる。 

出典 「鉄道 GIS、グーグルアース&レールウェイの構築」 

―Google Earth を応用した JR 東日本の地理情報システム― 

http://www.gita-japan.com/public_html/18th%20presentation/day2/GITA-JAPA

N18_204_Kobayashi.pdf 

「膨大な図面の電子化から CAD と GIS を融合した鉄道空間情報管理システムの構

築へ」 

http://images.autodesk.com/apac_japan_main/files/jr_east_0804.pdf 

「三次元デジタル化した鉄道空間情報を活用します」 

http://www.jrc.jregroup.ne.jp/products/Railway/20070605%E3%83%97%E3%83

%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%

82%B9.pdf 
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３ IC タグに関する事例 

３-１ コンクリート管理への適用事例 

技術名称 HQ システム（生コン出荷管理システム） 

関連機関 會澤高圧コンクリート 

特徴・概要 HQ システムは、国内では一般的な「１社

１工場」といった単独運営形態（スタンドア

ローン（独立）型）の生コン工場群を、イン

ターネットブラウザーで起動するフル Web

型システムを使ってネットワーク化し、複数

工場の日常の受注や製品デリバリーの進捗

管理、販売管理等を本部（ヘッドクォーター）

でリアルタイムに管理できるほか、時々刻々

と変化する現場の状況に合わせて複数の工

場間で車両を効率的に繰り回す「本部集中配

車」を可能にしている。 

 

【主な特徴】 
・ 本部（HQ）が受注管理、出荷計画の策定、各工場の製造オペレータへの出

荷指示を統括。 
・ 契約車両を含め計 170 台のミキサー車がカード型 IC チップを複数搭載。一

方、工場構内の各所には非接触型センサを設置し、全車両の動きを追尾。こ

れにより人手に頼っていた構内物流管理業務（配車）を完全に自動化。 
・ HQでは各工場の稼働状態や、すべての現場に対する生コンの搬送ピッチ（出

荷間隔）をリアルタイムに把握。このため急なオーダーや搬送ピッチの変更

要求等にも速やかに対応でき、顧客サービスの向上に寄与。 
・ HQ システムには、全工場の当日出荷計画に対する車両の配備具合を色別に

示すインディケーター機能が付いている。インディケーターの助けにより、

猫の目のように変わる現場の状況に合わせて、不稼動の車両を手薄になった

別工場に機敏に回送するなど機材繰りが大幅に向上。 

適用分野例  コンクリート工場の出荷管理、配車管理 

電子納品への

適応性評価 

 社内の生産管理を主目的としているため、電子納品には直結しないが、フレッシ

ュコンクリートの品質管理まで電子納品項目とした場合には適用できる可能性

がある 

出典 ■會澤高圧コンクリート HP 
http://www.aizawa-group.co.jp/news/data/hqsystem.html 
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技術名称 電脳コンクリート 

関連機関 YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所、住友大阪セメント 

特徴・概要 コンクリート供試体に IC タグを貼ることにより、強度試験管理を省力化・効率

化する技術で、以下の技術的特徴を有する。 

・供試体採取時に型枠に IC タグを貼り、打設日・現場名等を書き込む 

・強度試験結果は同一の IC タグに自動的に書き込まれ、データのとりまとめに

用いられる。 

・管理には ucode を採用 

・コンクリート二次製品の品質トレーサビリティにも応用可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

適用分野例 ・現場打ちコンクリート及びコンクリート二次製品の品質管理 

電子納品への

適応性評価 

 品質管理情報の電子納品化には応用できる可能性がある 

出典 住友大阪セメント HP http://www.soc.co.jp/ 
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３-２ 労務管理への適用事例 

技術名称 IC タグ入退場管理システム 

関連機関 株式会社土井製作所 株式会社北関東工業 

特徴・概要 IC タグ、ゲートを利用した作業員の入退場管理システムで、以下の技術的特徴を

有する。 

・土木・建築工事における作業員の入退場について、IC タグを利用して入退場

管理を自動化するための技術である 

・元請職員等が行っていた作業員の出面(入退場)管理をシステム化した。 

・IC タグ(非接触式)をヘルメットに装着することにより、作業員がゲートを通過

するだけで、誰が何時に入場、退場したのか、正確な入退場者数、時刻等を自

動で把握する。 

・入退場のデータを元に作業員の就労時間、入場者数(月次)の集計が簡易にでき、

月報、日報等の帳票を作成、出力することが可能 

 

 

・  

適用分野例 ・現場の入退場管理 

電子納品への

適応性評価 

 現行の電子納品には直結しないが、監督・検査の効率化には応用できる可能性が

ある 

出典 NETIS（新技術情報提供システム）による。 
登録番号：KK-030028-A 
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４ コード、レジストリ等の要素技術に関する事例 

４-１ 仕様書システムの動向 

技術名称 欧米に見られる Specification System 

関連機関 欧米各国 

特徴・概要 欧米に見られる Specification System とは、一国一つの 大公約数的な体系化され

た標準仕様書のことで、ここから必要な項目を選択（あるいは不要な項目を削除）

し、詳細仕様の記述文言も選択肢から選択（無い場合は記入）して、数量（や単価）

を記入すると、個別の仕様書が出来上がる、といったものである。ここで System
は体系化されたという意味であって、コンピュータシステムを意味しないが、実際

にはコンピュータシステム化が進んでいる。 
ちなみに、ICIS Report「西欧各国建設仕様書システムの現状、トレンド、方向性」

（State, Trends and Perspectives of National Specification Systems in 
European Construction）の序文には、概略次のように述べられている。 
＜ICIS Report による Specification System の説明＞ 

（１）建設生産プロセスの特徴 

 すべての建設プロジェクトは、工事が多様で関係者の入れ替わりが激しく、一つ

として同じものは無い（ユニークである）。従って、全ての関係者間の効率的な情

報交換が不可欠である。 

（２）仕様書の必要性 

 このために使われた主要な道具が、仕様書である。これは建設プロジェクトの開

始あるいは設計段階から完成まで、中心的な役割を果たす。 

（３）国内標準仕様書システム 

 1950 年代に北欧から始まった国内標準化は次第に南下し、現在アルプス、フラ

ンスの北に達している。これらの国内システムは、統一的に体系化された標準仕様

項目の集まりから成り立ち、これらの項目は通常、工事の中立的な記述を提供する

（データ項目定義や、詳細仕様記述文言の標準化）。そして、これらはまた、設計、

生産、コストといった、建設セクターの他の情報システムとのリンクやインターフ

ェイスも提供する。 

（４）国家間の相違 

 各国の標準仕様書システムはそれぞれの国の特徴（制度や商慣習）を反映してい

るため、全て異なる。例えば、次のような基本的な部分で既に異なる。 
・スコープ：全ての国が共通的にカバーするのは建築と造園のみで、土木、エンジ

ニアリングサービス、輸送システム、メンテナンス、修繕等は必ずしもカバーされ

ない。 
・使用方法：標準仕様書システムを個別仕様書作成のための単なる参照システムと

して使用する方法と、標準仕様書システムからダイレクトに個別仕様書を作成する

使い方とある。 

適用分野例 分野問わず利用されている。 

電子納品への

適応性評価 

 体系化したコード類から計算書等の納品物を作成することができれば、入力ミス

や作成者毎の用語の揺れがなくなり、品質の向上、作業の効率化につながる。 
 体系化したコード類の利用により、入力内容の矛盾等のチェックが容易になる。

 作業の効率化を図るには、対応ソフトの普及が肝要。 

出典 ICIS Report「西欧各国建設仕様書システムの現状、トレンド、方向性」（State,
Trends and Perspectives of National Specification Systems in European 
Construction） 
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４-２ レジストリ技術の動向 

技術名称 米国国防総省レジストリ 

関連機関 米国国防総省 

特徴・概要 （1）レジストリとは 

これまでの情報化の問題点として、個別システム開発による個別業務の効率化に閉

じており、データ流通（共有、再利用）による全体業務の 適化が図られていない

ということがある。そこで、システム・組織の壁を越えたデータ流通と、全体 適

化の実現に向け、共通のデータ流通基盤（＝レジストリ）の構築が欧米等で進めら

れている 

データ仕様

レジストリ
データ仕様の登録・閲覧所

ポータル
・データの仲介所

ポータル
・データの仲介所

ポータル
データの仲介所

アダプタに対し、
データの取得要求を行う

データＡ提供システム
データ仕様Ａに基づくデータ提供

データＡ提供システム
データ仕様Ａに基づくデータ提供

データＢ提供システム
データ仕様Ｂに基づくデータ提供

データＢ提供システム
データ仕様Ｂに基づくデータ提供

データＣ提供システム
データ仕様Ｃに基づくデータ提供

データＣ提供システム
データ仕様Ｃに基づくデータ提供

ア
ダ
プ
タ

データ利用者データ利用者

ア
ダ
プ
タ

ア
ダ
プ
タ

データAの
取得要求

データＡ
の返却

データ提供者データ提供者

ポータルに対し、
データの取得要求を行う

仕様開発者仕様開発者

アダプタは、
データを標準形式に変換

 

レジストリの概要   ※資料提供： LCDM 推進フォーラム 

 

（2）米国国防総省レジストリの構成 

国防総省全体の共通仕様（DDMS: DoD Discovery Metadata Standard）を中核と

し、関連する情報（XML レジストリ、他の標準、コード類、各コミュニティー特

有の仕様や、メタデータ間の関連情報、過去に蓄積したレガシー仕様等）から変換

サービスまで必要な情報・サービスを 1 元的に提供。 

 

米国国防総省レジストリの全体構成 ※資料提供： LCDM 推進フォーラム 

（3）米国国防総省レジストリの概要 

1)XML 仕様の標準化を促進するための仕組み及び運用 

 ・新たな仕様開発に際しては、レジストリを参照して既存の同一内容のデータ項
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目があれば、その利用を義務付けている（XML タグの乱立防止） 

 ・既存 XML スキーマ等を公開、部品として取込み易い仕組みを提供 

 ・ネームスペースの利用を原則 

 

 

空軍関係のあるキーワードによるＸＭＬレジストリ検索結果の例 

※資料提供： LCDM 推進フォーラム

（4）登録データ仕様の標準化を促進するための付加機能 

・検索でヒットした複数仕様・データ項目等に、アクセス件数を表示 

・検索者による５段階評価登録を可能にし、この平均を上記同様に表示 

・検索者によるコメント提出を可能にし、この内容を当該データ仕様開発者に送信

 

 

 

検索結果表示画面にユーザ評価が表示される例 ※資料提供： LCDM 推進フォーラム 

（5）更なるデータの再利用性向上施策 

ネームスペース（左欄）別、種類（上欄）別にヒ

ット件数を表示。 必要なものをクリックし、内

容を取得して利用 

一定期間のダウンロード実績報告（管理者用） 

※資料提供： LCDM 推進フォーラム 
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 ・同義語、同音異義語等の検索サービス 

 ・レジストリユーザ（仕様を参照してデータ共有システムを開発する人）からの、

データ項目間の関連調査成果の登録・公開 

  例：異なるデータ項目間の関連情報（例えば、「A 仕様の A-1 項目と B 仕様の

B-2 項目の名称は同じだが、この点が異なる」等）を公開 

   →後の人は同じ調査をしなくて良い 

   →その関連についての解釈が統一されるので、データの再利用性が高まる 

 

異なる仕様中の同一名称データ項目（Bookstore_Type）間の共通点、相違点を比較

表示する画面の例   ※資料提供： LCDM 推進フォーラム 

 

適用分野例 分野問わず利用されている。 

電子納品への

適応性評価 

 標準類やデータ仕様書等を公開する仕組みを用いることで、各機関データ項目

（タグ名）の標準化を図ることができ、データ作業の効率化やデータ再利用の効

率化を行うことができる。 

 異なるデータ項目間の関連情報が整理された場合、情報の再利用性が向上すると

ともに、他のデータで補間できることからエラーをある程度許容できる可能性が

ある。 

出典 LCDM データ流通基盤の概要 平成 20 年 2 月 19 日 LCDM 推進フォーラム 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/nextg/pdf/siryou_16.pdf 
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４-３ オントロジーを利用した情報共有 

技術名称 オントロジーを利用した地球環境情報の共有 

関連機関 東京大学（柴崎研究室） 

特徴・概要 津波などの大規模災害、異常気象、気候変動、貧困や食糧危機などグローバルな

問題に対応するためには、全球スケールの観測データを用いて学際的な検討をし、

包括的に地球システムの理解と予測を行う事が必要不可欠である。包括的に地球シ

ステムを理解するには、気象、農業、生態系、環境、災害など多くの分野を理解し、

リモートセンシング技術などを用い、様々な測量、調査する必要があるが、それぞ

れの分野間のデータの構造化、用語定義、分類体系の共有化、場所の記述方法の標

準化などは進んでおらず、これらのデータの相互利用や分散的利用の障害となって

いる。つまり、世界の様々な研究機関には、膨大な地球環境情報に関するデータや

解析モデルが蓄積されているが、それらの共有や相互理解は十分に行われていない

のが現状である。それぞれの研究分野の用語や概念等の体系や対象とする空間スケ

ールの違いなどによって、膨大なデータが不均質な状態で細分化されている。 
情報の共有化を行うための一つの方法は、膨大な地球環境情報を標準化し、集中

管理していくことであるが、これは現実的に不可能である。地球環境情報をより効

率的かつ効果的に利用するためには、各分野におけるデータやフレームを可能な限

り接合していくことが望ましいと考えられる。 
東京大学ではその一環として、「オントロジー（Ontology）」を用いた地球環境情

報の共有を提案している。各分野の用語や分類体系の定義といったオントロジー情

報を収集・比較・利用する環境を構築し、実際のオントロジー情報を事例的に収集

し、利用する仕組みを検討している。特に、以下の 2 点に関して検討がされている。

 
① 「オントロジー関連情報」（データ辞書、分類体系、シソーラスなど）を収録

するレポジトリシステムの構築 
② レポジトリシステムを利用した、データの共有化や流通、運用を支援するサー

ビスの構築 
 
 用語の定義、同義語、類義語に関する情報と、それらの関係を表現した「意味ネ

ットワーク」を構築できれば、曖昧な検索でも、各分野のデータ等を効率的に収集

することができる。 
 

適用分野例  気象、農業、生態系、環境、災害など 

電子納品への

適応性評価 

 電子納品成果物の検索やデータ抽出を効率化する際にオントロジーやシソーラ

スの概念は参考になる。 

  

出典 東京大学 柴崎研究室 HP  
「オントロジーを利用した地球環境情報の共有」（長井正彦 立塚滋充 柴崎亮介）

http://shiba.iis.u-tokyo.ac.jp/research/ontology/pdf/ontology.pdf 
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５ 3 次元 CAD、モデルに関する事例 

５-１ 3 次元 CAD の利用状況 

技術名称 CSTB における３次元データの活用技術 

関連機関 CSTB フランス建築研究所 

特徴・概要 CSTB フランス建築研究所では、3 次元 CAD を用いた建物環境のための Virtual 
Prototyping 技術の普及を行っている。 
基本的なコンセプトとしては、 
・設計プロセスの中心にプロジェクト関係者の共同作業が必要であること 
・プロセスの中心にユーザを据えるために、クライアントや市民をコンサルティン

グすることが必須であること 
・クライアント要件定義と設計を平行で行う場合、お互いに影響を及ぼす必要があ

ること 
とし、Virtual Prototyping を仮想プロトタイプは、デザイン、工事、および操作に

関連する知識と結合されたプロジェクトの視覚表示であるとし、その効果として、

施設イメージや性能をクライアントに示し、設計したシナリオの検証や意志決定の

ために完成イメージやその整備過程をシミュレートすることとしている。 
具体的な技術としては、以下の 7 項目などで構成されている。 
・3 次元モデリング 
・構造分析 
・設計文書生成 
・温度シミュレーション 
・音響シミュレーション 
・空気や火災安全などその他のシミュレーション 
・施設マネジメント 

適用分野例 建築分野 

電子納品への

適応性評価 

 プロダクトモデルの標準化検討などの参考事例 
 3 次元データの利用場面を検討する際の具体的な事例 

出典 http://www.cstb.fr/ 
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６ データの長期保存 

６-１ 電子データの長期保存に関する動向 
技術名称 KODAK 社のデジタルプリザベーション 
関連機関 KODAK 社 
特徴・概要 電子データに対して、以下を目的として技術開発が進められているコンセプトで

ある。 

1. 技術革新に左右されず、価値のある大切な情報を失うことなく長期にわ

たって維持すること 

2. 将来的にも要求に応じてこれらの情報にアクセスできるようにすること 

記録媒体の長期保存の特性から、マイクロフィルムと電子データを活用した保

存・利用のためのシステムや機器が開発されている。 

 
すべてのベンダーの製品で達成できた寿命 
ベンダーによる寿命の開き（マイクロフィルムはすべて50年以上） 

国立メディア研究所（米）1998年の資料より抜粋

http://ssdoo.gsfc.nasa.gov/nost/isoas/us12/presentations/VanBogart/
 

デジタルプリザベーションを実現するための要素として、主に 
・ 電子データをマイクロフィルムに出力するライタ 

・ マイクロフィルムのイメージを電子データに変換するスキャナ 

・ マイクロフィルムの検索性を向上するためのシステム 

などが開発されている。 

 
 

適用分野例  米国フロリダ電力会社の業務記録の長期保存と確保 
 株式会社東芝の回路図面の長期保存。災害対応時のバックアップ 
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電子納品へ

の適応性評

価 

 維持管理段階において電子成果が参照される期間は長く、長期に保存される必要

がある。マイクロフィルムを利用したこれらの技術は電子成果の長期保存の検討

の際に考慮すべき技術。 
 東芝社で設計図面などの文書を電子化・マイクロフィルム化するための専門部門

を設置し、データの管理を行っている。 
 ネットワーク経由で電子データをマイクロフィルム化するための技術や環境も整

備されつつあり、災害時を想定した電子データのバックアップとしても、電子成

果への適用性について検討することは有効。 
 米国では、州ごとに概ね以下の区分で公文書データの保存期間を定めており、保

存期間に関する考え方を参照可能。 
【特長】 
保存期間を大きく３区分でとらえて、管理システムとメディアを推奨。 
電子メディアは標準と寿命の点から磁気テープを基本とする。 
【保存期間に対する保存形式】 
 短期（10 年以内が多数） 

紙または電子記録を推奨。（電子の場合は厳格なドキュメンテーションによる運

営を要求。） 
 長期（10 年以上が多数） 

電子記録はマイクロフィルムまたは紙コピーの作成を強く推奨。 
電子保存を意図する場合は、システムとメディア管理に厳しい条件（定期的書換

え、マイグレーション、再現責任）を課す。 
 永久 

必須条件としてマイクロフィルムまたは中性紙コピーでの保存を要求。 
出典 （1）KODAK 社ホームページ（事例紹介など） 

http://wwwjp.kodak.com/JP/ja/business/products/digitalpreservation/index.shtml
（2）財団法人日本画像情報マネジメント協会 
http://www.jiima.or.jp/archive/archivelaw04.html 
（3）日本図書館協会 第 5 回資料保存セミナー資料（デジタル時代の マイクロフ

ィルムの ポジショニング） 
http://www.jla.or.jp/hozon/hozonkanri/seminar_kiroku.html 
http://www.jla.or.jp/hozon/hozonkanri/seminar20070720_resume_2up.pdf 
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６-２ 電子データの長期保存に関する動向 
技術名称 電子文書の長期保存に関する 新動向 
関連機関 ISO、EU、米国 
特徴・概要 １）長期保存に関する概況 

・ 紙やマイクロフィルムなどを利用した記録管理や長期保存は幅広く行われ実

績もあるが、デジタル(電子）化したものに関してはまだ実績が浅い。 

・ デジタル化は技術変化も激しく、ネットワーク環境では、使い勝手の良さやコ

スト効率の面で著しく優れているが、保存性の面では逆に難しい面も多く特に

長期になるほど対応が大変でコストもかかる状況にある。 

２）海外の動向 

・ EUは20年前から戦略的な対応を進めており、管理システム方法の確立を進めて

いる。オーストラリアやカナダなども含め、電子商取引、電子政府、公共サー

ビスや電子健康記録などの分野で先行している。 

・ 一方米国は、技術とコンサルテーションをベースとしたソリューション対応と

マイクロフイルム産業での優位性に依存し出遅れ、2006年に国を挙げたプロジ

ェクトも市場原理型のモデルの上でうまくいっていない。 

３）今後の動向 

・ 電子化の進展に伴い、この分野での経験も進み始め、紙やマイクロとデジタル

を組み合わせたアプローチや提案が出始めており注目に値する。そして国やEU

などはじめ国際的な組織での連携も進み、特に国立公文書館や国際的な組織か

らの提案や国際標準化の活動が活発化し注目されている。 

・ 日本国内でも内閣府での公文書の移管、保存利用などのプロジェクトが進めら

れており、国際レベルへの対応がようやく始まって状況にある。 

・ デジタル化の著しい進展に対応していくためには、しかるべき組織で、国レベ

ルの連携を行い、こうした世界規模の挑戦の中で、先行しているところの確立

したものを参考に現実的な対応を進めていくことが必要となる。 

・ 欧米のデジタル化の進展に対し、国内では対応の遅れもさることながら、それ

以前の紙やマイクロフイルムなどを利用しての記録管理や長期保存も十分に

行われてこなかった点の問題が多く発生し、現在文書管理法(仮称）の制定準

備中。 

・ 中国や韓国もこの分野に力を入れ国レベルの保存では先行している状況。 

北米

オーストラリア：

ＥＵ－ＤＬＭ－Ｆｏｒｕｍ（１９９１～記録管理普及組織）

ＳOX法

対応

ＡＲＭＡイン
ターナショナル
（記録管理士
会－１１，０００
人）

ＡＩＩＭインターナショナル
標準化組織
・マイクロフイルム
・公共記録、アーカイブ
・データ記憶サブシステム
・証拠性支援
・電子イメージング
・電子品質&コントロール

・ドキュメント管理技術
・ＸＭＬラッパー委員会
・メタデータ委員会
・デジタルイメージ品質&

保存
・ＥＤＭＳとＥＲＭＳ統合
・相互運用ＥＣＭ（ＩＥＣＭ）
・PDF/X,ＰＤＦ／Ａ、
ＰＤＦ／Ｅ、PDF/UA,
PDF/H

カナダ：CAN/CGSB72.11.99マイクロとイメー

ジの証拠性。７２．３４電子記録の証拠性

米国：

ＩＳＯＴＣ１７１
（ドキュメントアプ
リケーション事務
局）

ＩＳＯＴＣ４６／ＳＣ１１記録管理
（ＩＳＯ１５４８９）＆アーカイブ事
務局、AS5090ワークプロセス
分析、VERS（NA）など

補完強化

日本

２００８年
対応法

英国：電子政府と記録管理が上手くリンクした。２００４年
までに政府関係は文書を電子的に作成、２００５年までに
公共サービスはオンライン化を義務化。電子記録管理ＥＲ
Ｍは国立公文書館ＮＡが中心に推進、登録、認定（ＭｏＲｅ
ｑ ９０%以上）を推進

フランス：紙が好まれていたが、電子記録が証拠として認
められた。（国の規格として規定）、ＷＯＲＭ対応を推進。
（英国のＮＡに対応する仕様はない）
ドイツ：ＤＯＭＥＡ Ｋｏｎｚｅｐｔ－組織とプロセスの協調、Ｍｏ
Ｒｅｑ２，ＲｅＭＡＮＯ＆Ｃｏｒｅ Ｍｏｄｅｌ，ＯＡＩＳ・ＭＥＴＳベー
スへの移行、電子政府オンライン。
オランダ：電子政府向けを含みｅビジネスを展開した。少
なくとも２５%の電子化を目標に、イントラネット、ＰＫＩ、安

全Ｅメール基盤を確立。電子記録は重要部分。ＩＳＯ１５４
８９を翻訳国家標準に。アーカイブは独立組織に。ＭｏＲｅ
ｑ，ｅＤＡＶＩＤ，ＲｅＭＡＮＯなどに積極的に対応。
イタリア：デジタルプロトコルイニシアテブ。保存と説明責
任
スペイン：電子政府のアーカイブバックオフィス

スエーデン：ＸＭＬベース標準公共データメッセージ（情報
モデル）を作成。
デンマーク：ＸＭＬベースアーカイブ。
フィンランド：レコードキーピングガイドライン作成他３プロ
ジェクトの推進。

エストニア：国のヘリテージ保存
ハンガリー：国の公文書館

ＥＵ：電子商取引指令、電子署名指令、ＥＤＩ指令を行い、
さらに情報公開法とデータ保護法が記録管理を必須とし、
記録管理実現の機能要件と検証用ＭｏＲｅｑの展開の支
援、ＥＵに記録管理とアーカイブに関する協力ＤＢの作成、

DoD5015.2設計

基準

AIIM/ANSI 
TR31-2004 情

報システムでの
記録作成の法的
対応

4日間教育

電子政府や医療情報共有
化（EHR）の進展と重なる。

iECM
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電子化をめぐるＥＵの動き（ＤＬＭ－ＦｏｒｕｍとＭｏＲｅｑ）

ＤＬＭ－Ｆｏｒｕｍ

・１９９１ ・１９９４ ・１９９６ ・１９９９ ・２００２ ・２００５

ＥＵにおけるアーカイ
ブに関する対応

電子記録－ヨーロッ
パでの協力

ヨーロッパ市民と電
子情報：情報社会の
記憶、ヨーロッパで
の協力

電子情報のアクセ
スと保存：ベストプ
ラクテストソリュー
ション（方針と取扱要領、

ＥＵにおけるアーカ
イブの出版））

報告書：電子記録
の管理と記憶に関
する協力

電子記録管理と記
憶に関する複数専
門領域フォーラムの
支援

ＭｏＲｅｑ（電子記録管理のモデル要求）

・ｅ－用語の作成
・ＭｏＲｅｑ作成

ビジネス価値
は少ない？

官民いずれの組織のビジネス
や情報戦略での重要事項に

・１９９９ ７カ国語に翻訳
・コアの記録管理、電子署名、ドキュメント
管理とワークフローを含むシステム管理
・詳細メタ項目
・操作上の必要事項や標準

３９０項目の要求と、１２７のメタデータ項
目、必須と望ましいものと区分がなされて
いる

・ＥＣが電子
商取引や電
子政府の為
の効果的
ツールとして
発行、幅広く
受け入れら
れている

・ＥＣイニシアテブ（電子情報捕捉、記憶、アクセス、
及び配布の管理や制御のガイドライン）の一部

ＭｏＲｅｑ２

・Ｅ－Ｍａｉｌ管理（組織上管理を要請される事柄）
・電子記録管理システムＥＲＭＳへの要求（ＥＲＭＳはE-Mail
の捕捉機能を持つこと、Ｅｍａｉｌの受け取りや送付を自動的
に行う機能を提供すること）

（Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｌｉｆｅｃｙｃｌｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）

対Ｅ－ｍａｉｌ追加事項

デジタルヨーロッパの動き

・ヨーロッパはより多くの業務が電子処理の有利
な点や効率化のために紙なしで行われている
・紙なしの法的問題に対処し、電子取引の法的フ
レームワークを設定し、電子記録は紙と同様に法
的に許容され、ルールも設定されている。①電子
商取引指令、②電子署名指令、③ＥＤＩ指令が行
われた。またＥＲＭを支援する法令として、④情報
公開法、⑤データ保護法（個人情報保護）がある。
・これらの動きは、記録を管理する標準や実践規
定の作成につながり、これに従うことが必須（ＥＲ
Ｍの使用）となった
・規制は制約や航空宇宙関係にとどまらず一般
の会社でも、長期の保存や検索が必要になり、適
切且つ正しく活動するだけでなくその証明が必要
になった。
・記録管理は財務上だけではなく個人情報や新
たに法律で定められた情報も含まれる。
・国の政府レベルの主要なイニシアテブや投資が
なされ、時期的目標も示されている。（しがらみの
変革）

・ＥＣガイドライン
として、電子商
取引や電子認証
に記録管理が必
要と指定

・ｅ‐Ｅｕｒｏｐｅイニシアテブ

・米国のＳOX法に対

応し、企業に保管期
間の警戒を勧告

①全ての市民、家庭、学校、ビジネスと
管理をオンライン化し、デジタル社会に
対応する。
②新しいアイデアへの資金調達と開発を
容易にする企業文化に裏打ちされたデ
ジタルヨーロッパを創造する。
③全てのプロセスは、全てのプロセスを
巻き込み、消費者の信頼を構築し、社会
の結合を強める。

・２００３年５月に、各国の首脳は、イン
ターネットによる電子商取引の加速化、
公共サービスのヘの電子アクセスの推
進、オンライン医療サービスの提供でき
る電子記録を元に実現する行動計画に
同意した。

サポート範囲報
告（２００５年９月
ＥＣレビュウ）

（２００７年発行予定）

ＭｏＲｅｑ２の承認

DLM-Forum

2007年

より毎年
開催

 

社会基盤（記録管理アーカイブ）関連ＩＳＯ

ISO22310
標準の記録管理
宣言ガイドライン

ISO15489記録管理

－１ 方針、手順、取扱
－２ 方法、ベストプラク
テス、監視、訓練

ISO2３０81メタデータ標準

ISO22310
標準の記録管理
宣言ガイドライン

記録管理の
相互運用性

長期保存性

ISO14721OAIS
（フレームワーク）

ISO19005-1
PDF1.4/A
（フォーマット）

ISO18492デジタル情報および

イメージへの長期アクセス保証 説明責任

（改定中）

電子化（電子保存）

医療情報共用
（EHR)

ｅビジネス

電子政府・自治体

公共サービス

アーカイブ

電子図書館

リード：オーストラ
リア、カナダ、EU

宇宙データ分析

ISO14721

ISO15000 ｅビジネス
ISO17799セキュリテイ

（電子商取引） 米国フォロー

ISOのイノベーテブフィールド
・ナノ技術
・エネルギーの効率化と更新
・環境管理
・石油とガス
・ICT
・セキュリテイ
・医療
・サービス
・教育

 
 

適用分野例  電子アーカイブ、長期保存分野 
電子納品へ

の適応性評

価 

 社会基盤情報においても、維持管理段階に必要とされる情報の長期保存は課題

であり、これらの技術動向を踏まえ、利用場面に適したデータ形式や媒体を検

討する必要がある。 
出典 第 4 回タスクフォース資料 
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関係者へのヒアリング調査 
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国土技術政策総合研究所 高度情報化研究センター 情報基盤研究室 

青山委員 

実施日：平成 21 年 1 月 6 日 

場所：メールにて意見照会 

 

建設情報利活用の将来像（あるべき姿）に対する追加意見 

 

 ICT を活用した建設生産性向上の具体的施策である「情報化施工、無人化施工、ロ

ボット施工の実現」を将来目標に据えるべき 

 必要なときに必要な情報がどこからでも取り出せることが目標の 1 つとして必要で

あり、この場合に、データを体系化、構造化して管理するデータベースを個々に構

築するのがよいか、体系化、構造化しない雑多なデータを蓄積し、データマイニン

グで自動抽出するか、方向性を議論すべき 

 動線解析の利用として、災害時の被害軽減をコンピュータで支援するような技術開

発も必要 

 データのクオリティがどう関わるのかが今後重要になると予測され、ISO8000 シリ

ーズなどに着目する必要がある。 

 公共事業で収集した各種情報を、「国土基盤データ」として提供していくことが考

えられる。提供元は、国、民間、各種団体等が想定され、提供していくための仕組

みの検討が重要である。 

 情報大航海プロジェクトとの関係で、情報爆発時代にどのように情報を利活用して

いくかを検討すべき。情報大公開プロジェクトは、経済産業省の情報政策のプロジ

ェクト） 

 シミュレーション、バーチャルリアリティ、近未来予測、セカンドライフ、バーチ

ャル電子国土などの技術を公共事業に広く活用していくことが必要。例えば、防災、

維持管理等への活用 

 セカンドライフを実現するための施設、構造物のモデル化も必要 

 建設情報を一般国民が利用し、国民も施設管理に協働できるような環境整備。例え

ばウィッキペリア、グーグルアースのような書き込み形の基盤整備 

 施設管理では、インテリジェントストラクチャのような施設が情報を発信するよう

なことも考えられる。 

 図面に関しては、ＤＭ、ＣＡＤ（SXF）、ＧＩＳ（JPGIS）との相互変換を実現す

る。 

 

以上
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東京大学 空間情報科学研究センター 

有川委員 

実施日：平成 21 年 1 月 8 日 

場所：東京大学 空間情報科学研究センター（総合研究棟）410 号室 

 

1） TF における議論の問題点 

 3 次元化などは、あくまで強者の理論、専門家のためのシステムを指向してい

る。ユーザは建設の専門家ではあるが情報の素人であることを前提とすべき。 

 3 次元化は、情報技術を知らない人のため（ex.可視化）に活用されるべき。 

 チェックできないことが精度悪化につながり、結果として使えないデータが増

えている。 

 公開（版権）の整理が不十分である。 

 

2） IT 分野の特徴 

 淘汰され、残ったものが支持されている。 

 Apple 社では、一つのソフトウェアを作成するのにデザイナー×２：エンジニ

ア×１で対応。使う側の意見が多く反映される仕組みが必要。 

 全てを Web 化した統一ツールを用意してはどうか。 

 

3） キーワード、アイデアなど 

 アフォーダンス：環境がそこに生活する有機体に対して与える( afford)「意味」

のこと。この形であればこうしたくなるなど、使用者を促す仕組み。 

 アンビエントコンピューティング：新たなセンサーが発達することによって、

コンピュータを使っていることを意識せずにインターネットの恩恵を受けら

れる環境。 

 コミュニケーションオリエンテッド：コミュニケーションを価値の中心ととら

える考え方。cf.データオリエンテッド 

 Apple 社 iLIFE は、写真を地図にドロップすることで位置情報が付与されるな

ど、位置情報をうまく付与する仕組みが実用化されている。現場で撮影したら

そのまま整理できる、撮りすぎてもコンピュータが出してくれるなどがあれば

写真データは価値を持つのではないか。 

 位置情報を付与することで整理する人も便利、使う人も便利となるような仕組

みが有効。（ex.研究者の業績整理） 

 閲覧履歴など派生情報もモデル化して残すことで次の人が使える（ナレッジに

なる）のではないか。 

 民によるツール開発を期待するなら、開発を促進する仕組みを整備してはどう
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か。開発用のサンプルデータ提供なども役立つのではないか。 

 コミュニケーションの合理化を目指してはどうか。伝えたいことがわからない

から使えないのであって、必要な情報の絞り込みを支援すること（わかるよう

にすること）で使うようになるのではないか。 

 

4） 進め方について 

 あいまい検索など個別の技術は今後とも検証していきたい。現段階はもう一段

上の仕組み（ex.人間の負荷を少なくする）を議論していきたい。 

 少しずつ変化していくことにより5年後に大きく効果が出るような進め方とす

べき。 

 

以上 
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(財)道路保全技術センター 

村松委員 

実施日：平成 21 年 1 月 14 日 

場所：(財)道路保全技術センター 

 

(1) 電子納品データの不備について 

 電子納品データについて不備が多く、MICHI システムに登録する際の登

録が大変である。（写真用のフォルダがあるが、データが格納されていな

い場合がある）発注者もチェックできない。 

 完成検査のときに紙の報告書ではなく、電子納品のデータで実施すること

も考えられる。紙で実施するため、検査後に CD の中身を検査しないとい

けない。その方がかえって時間が掛かるため、中身の検査がなされていな

いと考えている。 

 舗装工事はセンチメートル単位の精度が必要なので、工事前に精緻に測量

を実施している。そのときに作成した CAD データを使って検査したこと

があり、そんなに時間は掛からなかった。 

 本質的にチェックすべき項目が何かを明確にすることが重要。どちらでも

良いものをエラーとしてはいけないと考えている。明らかにチェックしな

くても良いようなものは、修正すべき。 

 

(2) 電子納品データの検索性について 

 CD に含まれているデータへのアクセスがし難い。XML の部分はタグが表

現でき、データの場所がわかるようになっているはずであるが、データに

容易にアクセスし、活用するための仕組み（ツール）が整備されていない。 

 維持管理においては必要なデータがデータベース化までされていてなく

ても良い。（CD に格納されているデータの検索など）容易にできるよう

なことは実施しないと誰もついてこない。 

 デザインは良いと思うが、なぜうまくいかないのか、何が不便なのかを解

決・サポートしないと普及していかないと考えている。ブラウザやチェッ

クツールの例を見ていると、改良はされているが、完全にニーズを満たし

たものにはなれていない 

 XML 導入当時も同じような話題があった。ツールが無かったため土研で

作成したが、すぐに民間のツールができた。利用期間は短かったが、民間

開発の呼び水にはなったと考えている。 

 

(3) データ共有のための基盤データ・システムについて 
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 基盤地図が異なっても相互に重ね合わせできるようになればよい。MICHI

システムでも KP と GPS 情報や異なったり、座標系が異なったりするケ

ースが多く、流用できない場合がある。 

 トンネルや舗装など、バラバラに工事を実施するため、事業完了後にそれ

ぞれのデータを構造物単位に整理する必要がある。橋梁工事でも、基礎工

事、上部工事を経て 10 年以上掛かる場合がある。構造物をデータとして

記録するための労力が大きいと認識している。 

 舗装データは 10ｍ単位で管理しているが、舗装し直した場合でも図面の書

き直しを行っている。本来であれば、重ね合わせすれば書き直しは必要が

ないはずである。 

 ただし、ガードレールなどの施設情報は位置情報だけでは管理できない場

合があり、重ね合わせができれば OK という訳ではない。 

 それぞれの基盤データは各主体が管理すべきと考えている。各主体が更新

された差分情報を提供するようになれば、他のところで同じような情報を

整備していても同期がとれ、うまく行くようになるのではないか。 

 過去、江戸川工事事務所で、工事関係者（水路工事、排水機工事など）が

JACIC に設置したサーバで情報を共有し、スケジュールや CAD を管理す

る委員会を行うような取組をやっていた記憶がある。 

 

(4) 事業途中のデータの利活用について 

 現在の維持管理からすれば出来型管理ができればいい。情報化施工といっ

て TS に変えたからといって、これまでの平板測量と同じ。 

 情報化施工とは、工事に係わる様々な情報を（時間ごとに）共有していく

ことが重要。4 次元 CAD のようイメージで、施工中のデータの管理・共

有が重要である。 

 例えば、ポートアイランドでは、盛り方を管理していなかった。関空では

管理したがビルごとに沈下の度合いが違った。この経験がセントレアに活

かされている。このように、工事の管理情報が蓄積されていることが重要。 

 舗装の場合は、かなり細かく測量し、細かくメッシュを切っている。合材

を使うとコストに跳ね返るため、精緻に測量し、施工している。このよう

な（施工途中の）データを使って、出来型の管理が出来ればいいが、現在

は計り直している。また、各社各様のデータで納品しており、使い回しが

できていない。 

 管理データが必要になるのは 20～30 年後。将来にデータが必要になった

ときに、ちゃんと管理されていることが重要。トンネルでコア検査をした

ときに、設計が 180～200kg で検査は 220～230 程度であった。このとき
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に、当時の検査結果がないため、一度 250 まであがって 220 に下がったの

か、200 から 220 にあがったのかがわからないと、検査結果が評価できな

い。このような当時の施工中の品質管理データの蓄積が進んでいない。 

 

(5) その他の意見 

 道路管理者の維持管理情報は、3 次元でなくてもよい。例えば、構造物の

部材の劣化情報は 3 次元でなくても良い。 

 （3 次元データを）それぞれのデータベース全てに適用しようとすると、

うまくいかないと考えている。 

 道路管理上で必要な属性情報は少ない。橋のどこの部材かどうかがわかれ

ば良いが、これは今の情報でもできるので、3 次元に組み直す必要は無い

と考えている。 

 点検は部材ではなく、構造物単位。苦情情報は管理情報。実現イメージに

違和感がある。 

 維持管理において電子データが必要な場面はあまり無いように思う。図面

が検索でき、閲覧可能であれば十分。 

 マイクロフィルムで検索まで出来れば十分であると考えている。場合によ

っては劣化の経過を知りたい場合もあるが、そのときは劣化の経過のデー

タを管理しておけばいい。不具合が出たので補修したりする場合でも、管

理情報の検索ができればいい。 

 図面をひっくりかえす様な場合は補修のときが多い。毎年よりも短いサイ

クルは電子データの方が良いが、10 年以上先のために電子化しておく必要

はない。 

 個人レベルで目が届く範囲であれば良い。過去に TOS ファイルの時にも

同じような話題があったが、ファイル名しか変更できなかった。当時すべ

ての書類を電子化したケースがあったが、他人は含まれる情報が何かわか

らないため、誰も使わなくなった。 

 電子化することは意味があるが、タグを付けて検索できるようにしないと

いけない。工事についてサーバを設けるのであれば、過去の経験を踏まえ

て実施すべきだと考えている。 

 保管管理システム以前のデータは事務所で図面を管理している。 

 電子納品データは技術事務所が管理しているため、10 年分は保管庫に保存

されており、サーバにも入っている。マイクロフィルムは定期的にリプリ

ントしている。 

 電子納品データについては、事務所の職員は技術事務所に任せている状況。

事務所によっては、工事事務所が独自で管理している場合もある。 
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 地整のサーバのデータはバックアップされ、遠隔地に輸送されている。地

整のデータは 1 年ごとでリフレッシュされているため、劣化はしないよう

になっている。 

 

以上 
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(社)建設コンサルタンツ協会 

藤澤委員 

実施日：平成 21 年 1 月 19 日 

場所：メールにて意見照会 
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以上
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大阪大学 大学院工学研究科 

矢吹教授 

実施日：平成 21 年 3 月 10 日 

場所：(財)JACIC 

 

(1) 情報の利活用について 

 どういった形で誰が情報を共有していくのかを具体的に議論すべき。国だ

けが情報を持っていても仕方が無く、共有する基盤が必要。 

 緩やかな標準という考え方については賛成するところである。道路のプロ

ダクトモデルについても以前、同じような議論があった。1 つの標準で色々

な団体が保有するデータを共有することには無理がある。 

 標準化を進めることは難しいが、どういうルールで作られたかを知ってお

けば、後々に仕様を更新していくこともできる。 

 （GD において各主体のデータ連携を支援するようなサービスが必要であ

ることを考えていることについて）現状はデータ管理ビジネスが成立しに

くい。データはクローズした範囲で使うのではなく、色々な主体で活用さ

れるべき。 

 中国などは地図ですら市販されていない。その点、日本の方が情報を公開

するようなサービスの可能性はまだ高いのかもしれない。 

 サービスにはニーズが必要。まずは既存ニーズと新しいニーズを考えなが

ら、サービスを構築していくことが重要。コストを掛けずにストレスフリ

ーなプロセスを以下に実現するかが重要。 

 

(2) 3 次元データの活用について 

 3 次元データについては今後長期的な視野で求められることと、短・中期

的に求められることがある。 

 短期的には可視化や属性データの付与といった部分はプロダクトモデル

でなくて良いが、長期的に解析や計測データの分析を行うことを考えると、

プロダクトモデルが必要になると考えている。 

 ただし、単一の標準で、というのは難しい。 

 IFC もデータが使われることに目標にする方向にシフトしてきている。数

年のうちに実用化することを目指している。 

 国土基盤モデルでは 3次元の地形や道路名でのデータをユーザが自由に見

たり編集できたりすること、それらの情報は分散しているが 1 元的に集め

ることができることをイメージしている。 

 バラバラの情報を現実世界に戻したり、取り出したりすることでデータを
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回していくことで、新たなサービスが生まれるはずである。 

 

 （標準化委員会において属性セットの利活用についての議論が盛んでな

いことについて）属性セットについても 2 次元のオブジェクトと使ってい

てもあまり意味がない。最近は 3 次元 CAD やスケッチアップなど安価な

ものも出てきている。 

 全ての属性を単一の標準にまとめることはできない。属性といっても多岐

にわたり、標準化するにも専門的な知識が必要。属性セットの標準化は誰

でもできるものではない。 

 

(3) 3 次元データに関する今後の進め方について 

 （標準化委員会としてプロダクトモデルを進める方向になるか、2 次元+3

次元 CAD という考え方になるかということについて）2 次元の SXF だと

限界があると考えている。 

 2 次元の情報だと、十数年に渡るような事業で毎年発生する差分の共有や

管理が困難。3 次元だと効率的に実施できる。 

 建築や機械の分野は部品単位であるが、土木は流体。たわみなどを考慮し

ないといけない。数十年後を見据えると、3 次元データが必要。 

 3 次元のデータを速く安く取得する仕組みが必要であると考えている。現

在のように LIDER などでは難しいと考えている。 

 フランスの CSTB では、土木と建築で連携して 3 次元データを普及させる

ようなことが進められている。 

 

(4) 目指す方向性について 

 「分野や組織を超えて広く簡便に活用させる仕組み」の方向が重要。他分

野からのインパクト（ニーズ）が必要であると考える。 

 国が保有する情報のユーザがゼネコンやコンサルだけでないことを認識

することが重要。 

 プロダクトモデルの整備についてもデザインが重要。道路や河川や橋梁か

らボトムアップで進めていく方向とあわせて、トップダウンでも普及を進

めるような。 

 ボトムアップの部分については IFC から不要なクラスを除いていけば、比

較的時間を掛けずに整備ができると考えている。 

 

以上 
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